
お
問
合
せ
は
直
通
電
話
で

　

役
場
へ
の
電
話
（
☎
と
記
載
）
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
も
ケ
ー
ブ

ル
電
話
も
同
じ
番
号
で
担
当
の
課
に
直
通
で
つ
な
が
り
ま
す
。

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
の
み
は
、
℡
と
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

ケ 

ー
ブ
ル
電
話

南
条
・
今
庄
地
区
↓
河
野
地
区
、

河
野
地
区
↓
南
条
・
今
庄
地
区

へ
か
け
る
と
き
は
１
６
６
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
南
条
、
今
庄
、
河
野
の
各
地

区
で
敬
老
会
を
行
い
ま
す
。
敬
老
会
で

は
、
金
婚
を
お
迎
え
の
ご
夫
婦
に
、
さ
さ

や
か
な
お
祝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
金
婚
に
該
当
す
る
ご
夫
婦
は
、
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対 

象
と
な
る
ご
夫
婦　

昭
和
32
年
の
１
月

か
ら
12
月
末
ま
で
に
役
場
に
婚
姻
届
を

出
さ
れ
、
今
年
満
50
年
を
迎
え
ら
れ
る

ご
夫
婦

受
付
期
限　

８
月
17
日（
金
）

■
申
請
及
び
問
合
せ

　

保
健
福
祉
課　
　
　

☎
47
・
８
０
０
７

　

今
庄
・
福
祉
推
進
室　

☎
45
・
８
０
０
１

　

河
野
・
福
祉
推
進
室　

☎
48
・
７
７
０
４

金
婚
を
迎
え
る
ご
夫
妻
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

金
婚
の
お
祝
い

　

町
で
は
、
住
民
の
定
住
を
促
進
し
、
町

の
活
性
化
と
な
る
よ
う
、
町
内
在
住
者
の

結
婚
を
奨
励
す
る
結
婚
祝
金
お
よ
び
結
婚

世
話
人
報
奨
金
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

結 

婚
祝
金　

町
内
在
住
者
が
結
婚
し
、
結
婚

後
も
本
町
に
定
住
す
る
人
に
対
し
進
呈
。

・
結
婚
す
る
お
二
人
が
40
歳
未
満
の
場
合

 
…
10
万
円

・ 

結
婚
す
る
お
二
人
の
ど
ち
ら
か
一
方
が

40
歳
以
上
の
場
合 

…
20
万
円

結 

婚
世
話
人
報
奨
金　

町
内
在
住
者
の
結
婚

を
成
立
さ
せ
た
世
話
人
に
進
呈
し
ま
す
。

 

…
結
婚
1
組
に
つ
き
10
万
円

■
申
請
及
び
問
合
せ

　

保
健
福
祉
課　
　
　

☎
47
・
８
０
０
７

　

今
庄
・
福
祉
推
進
室　

☎
45
・
８
０
０
１

　

河
野
・
福
祉
推
進
室　

☎
48
・
７
７
０
４

ご 

結 

婚

結
婚
祝
金
等
制
度
の
申
請
に
つ
い
て

　

老
人
保
健
の
医
療
受
給
者
は
、
医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
る
と
、
所
得
に
応

じ
て
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
も
し
く
は
３
割
を
負
担
し
ま
す
。
世
帯
の
所
得
は

毎
年
変
わ
る
た
め
、
毎
年
１
回
、
世
帯
の
所
得
判
定
を
行
い
ま
す
。
老
人
医
療

受
給
者
証
に
１
割
ま
た
は
３
割
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
部
負
担
が
１
割
の
人
（
一
般
・
低
所
得
Ⅱ
・
Ⅰ
）

　

一　
　

般
…
一
定
以
上
の
所
得
が
な
い
方

　

低
所
得
Ⅱ
…
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

低
所
得
Ⅰ
… 

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
世
帯
員
全
員
の
各
所
得
が
必
要
経
費
・

控
除(

年
金
の
所
得
は
、
控
除
額
を
80
万
円
と
し
て
計
算)

を

差
し
引
い
た
と
き
に
0
円
と
な
る
方

一
部
負
担
が
３
割
の
人

　

一
定
以
上
所
得
者

　

・ 

同
一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳
以
上
の
人

ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
人
が
い
る
人

　

※ 

た
だ
し
、
70
歳
以
上
の
人
及
び
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
人
の
収
入
の

合
計
が
、
２
人
以
上
の
場
合
は
、
５
２
０
万
円
未
満
、
１
人
の
場
合
は
、

３
８
３
万
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、申
請
に
よ
り
１
割
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

所
得
判
定
は
毎
年
行
い
ま
す

　

世
帯
の
所
得
は
毎
年
変
わ
る
た
め
、
毎
年
１
回
、
世
帯
の
所
得
判
定
を
行
い

ま
す
。
医
療
費
の
負
担
割
合
が
変
更
と
な
る
人
に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
受

給
者
証
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
旧
受
給
者
証
は
お
返
し
く
だ
さ
い
。

必
ず
新
し
い
受
給
者
証
を
使
用
し
ま
し
ょ
う

　

旧
受
給
者
証
を
使
用
す
る
と
、
自
己
負
担
額
が
異
な
り
、
後
で
支
払
い
の
調

整
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
人
は
、
保
険
証
が
変
更
に
な
っ
た

ら
必
ず
役
場
へ
、
新
し
い
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
の
上
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
47
・
８
０
１
５

医
療
費
の
窓
口
負
担
は
、

所
得
に
よ
っ
て
１
割
ま
た
は
３
割
を
負
担
し
ま
す

老
人
保
健



医療費を助成します
　町では、医療機関で支払った医療費（保険適用分）等を助成しています。
　助成制度の対象となる人（家庭）は申請が必要です。必ず申請をしてください。

持 ち 物　健康保険証または組合員証・印鑑・通帳
　　　　※ 重度障害者（児）医療費助成に該当する人は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳及び自立支援医療受給者証

医療費受 給者証の更新
　重度障害者（児）、父子家庭、母子家庭等の医療費受給者証の有効期限は、７月 31日です。更新の
手続きをしてください。
※本人または扶養義務者の所得が一定額を超えた場合、医療費の助成は受けられません。
持 ち 物　 医療費受給者証・健康保険証または組合員証・印鑑・通帳・障害者手帳等
　　　　※平成 19年１月１日現在で南越前町に住所がなかった人は、所得証明書が必要です。
受付期限　８月３日（金）まで（土・日曜日は除く）
受付場所　役場町民税務課・各総合事務所生活企画室
■問合せ　町民税務課　☎ 47・8015

税　
　

金

　

個
人
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場

合
、
３
カ
月
以
内
に
申
告
す
る
と
翌
年
分
の
固
定
資
産
税

を
減
額
す
る
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
改
修
工
事

　

高
齢
者
（
65
歳
以
上
）、
要
介
護
用
支
援
認
定
者
、
障

害
者
を
対
象
と
し
た
個
人
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
で
、
自
己
負
担
が
30
万
円
以
上
の
改
修
工
事

対
象
と
な
る
工
事
の
期
間

　

平
成
19
年
４
月
１
日
〜
平
成
22
年
３
月
31
日

措
置
の
内
容

・
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
を
減
額(

１
回
に
限
る)

・
対
象
と
な
る
の
は
１
０
０
㎡
ま
で
の
部
分

　

※ 

新
築
住
宅
の
軽
減
を
受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

℡
47

－

８
０
１
４

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

医
療
費
助
成
制
度

　

専
門
の
相
談
員
が
相
談
を
お
受
け
い
た
し
ま
す
。

日　

時　

８
月
７
日（
火
）
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

場　

所　

南
条
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

相
談
員　

前
波
裕
司
弁
護
士

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
社
会
福
祉
協
議
会
南
条
本
所　

℡
47

－

３
７
６
７

無
料
法
律
相
談

相　
　

談

助成制度 対象となる人（家庭）

乳幼児医療費助成 ・小学校就学前までの子

母子家庭等医療費助成
・夫と死別または離婚し、20歳に満たない子を養育している家庭
・夫と死別または離婚し、現在、婚姻していない一人暮らしの人（75歳未満）

父子家庭医療費助成 ・妻と死別または離婚し、20歳に満たない子を養育している家庭

重度障害者（児）
医療費助成

・身体障害者手帳の交付を受け、１級～３級の障害を有する人
・療育手帳の交付を受けた人（手帳に記載あり）
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け１級または２級に該当し、自立支
援医療受給者証の交付を受けた人



　

自
家
用
自
動
車
協
会
武
生
支
部
で
は
事
故

防
止
を
目
的
に
、高
齢
者
や
女
性
ド
ラ
イ
バ
ー

の
運
転
技
術
・
マ
ナ
ー
向
上
の
た
め
の
交
通

安
全
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。（
参
加
料
無
料
・
昼
食
付
）

日　

時　

９
月
９
日（
日
）
午
前
８
時
〜

場　

所　

中
部
自
動
車
学
校

対 

象
者　

一
般
免
許
所
有
者
（
原
付
を
除
く
）・

自
車
持
込
み

定 　

員　

40
人 

セ
ー
フ
テ
ィ
ド
ラ
イ
バ
ー
賞

授
与（
成
績
上
位
５
名
賞
品
贈
呈
）
受
講
証
授
与

締
切
り　

８
月
24
日（
金
）
先
着
順

申 

込
方
法　

ハ
ガ
キ
ま
た
は
電
話
で
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
連
絡
く
だ
さ
い
。

■ 

申
込
み
・
問
合
せ　

県
自
家
用
自
動
車
協
会

　
　
　
　

武
生
支
部 

℡
22

－

６
０
３
４

シ
ル
バ
ー
＆
レ
デ
ィ
ー
ス
運
転
者
講
習
会

運
転
者
講
習
会

日　

時　

８
月
19
日（
日
）
午
前
９
時
か
ら

場　

所　

南
条
地
区
公
民
館

参
加
資
格　

 

町
民
ま
た
は
町
内
に
勤
務
す
る
人

定　

員　

Ａ
級
（
ハ
ン
デ
ィ
無
）
12
名

　
　
　
　

Ｂ
級
（
ハ
ン
デ
ィ
有
）
16
名

参
加
料　

千
円
（
弁
当
代
含
む
）

■
申
込
み　

☎
47
・
２
３
３
４

　
　
　
　
　
（
南
条
地
区
文
協
・
安
川
）

囲
碁
大
会

第
３
回
本
因
坊
戦
囲
碁
大
会

　

次
の
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

ニ
ュ
ー
今
庄
ハ
イ
ツ　

住
所　

今
庄
13

－

11

－

１

１
号
棟

　

● 

１
０
２
号
室　
● 
２
０
１
号
室　
● 

３
０
１
号
室

（
間
取
り
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

家
賃　

１
８
、０
０
０
〜
５
２
、４
０
０
円（
収
入
に
よ
り
決
定
）

　

● 

１
０
３
号
室　
● 

２
０
４
号
室 
（
間
取
り
３
Ｄ
Ｋ
）

家
賃　

３
０
、０
０
０
円
（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）

2
号
棟

　

● 

１
０
１
号
室 

（
間
取
り
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

家
賃　

１
８
、０
０
０
〜
５
２
、４
０
０
円（
収
入
に
よ
り
決
定
）

入
居
者
資
格　

・
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
人
。

・
税
金
・
公
共
料
金
等
の
滞
納
が
無
い
人
。

募
集
期
間　

８
月
13
日（
月
）
ま
で

※
応
募
が
募
集
室
数
を
超
え
た
場
合
、審
査
の
上
抽
選
。

■
申
込
み
等　

今
庄
・
地
域
振
興
室　

☎
45
・
８
０
０
２

町
営
住
宅

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

発
売
期
限  

８
月
７
日（
火
）　
抽
せ
ん  

８
月
16
日（
木
）

価　
　

格  

１
枚
３
０
０
円

当
せ
ん
金
額

　

１
等　

２
億
円　

 

１
等
の
前
後
賞　

５
千
万
円

　

２
等　

１
億
円　

 

ビ
ッ
グ
サ
マ
ー
賞　

１
０
０
万
円

〜 

宝
く
じ
の
販
売
収
益
は
地
方
自
治
体
の
貴
重
な
財

源
に
な
っ
て
い
ま
す
〜

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　

企
業
組
織
の
再
編
や
人
事
労
務
管
理
の
個
別
化
等
を
背
景
に
、
労

働
関
係
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の

間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

個
別
労
働
紛
争
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
終
的
な
解
決
手
段
に
裁
判

制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
依
然
と
し
て
多
く
の
時
間
と
費
用

が
か
か
っ
て
し
ま
う
の
が
現
状
で
す
。

　

労
働
局
で
は
、
個
別
労
働
紛
争
の
未
然
防
止
、
簡
易
・
無
料
で
迅

速
な
紛
争
解
決
を
促
進
す
る
た
め
、次
の
制
度
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

〇
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
情
報
提
供
・
相
談

〇
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
・
指
導

〇
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん 

　

ま
ず
は
、お
気
軽
に
左
記
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

★
福
井
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー　

福
井
春
山
合
同
庁
舎

℡
０
７
７
６

－

22

－

３
３
６
３ 

★
武
生
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー　

武
生
労
働
基
準
監
督
署
内

℡
０
７
７
８

－

23

－

１
４
４
０ 

 

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
お
困
り
の
労
働
者
・
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
の
結
果

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
の
結
果

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
の
結
果

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
の
結
果

第
３
回
南
越
前
町
長
杯
囲
碁
大
会

開　

催

会　

場

南
条
地
区
テ
ニ
ス
大
会

開　

催

会　

場

第
３
回
今
庄
地
区
総
ぐ
る
み
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

開　

催

会　

場

（
敬
称
略
）



　

武
生
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
持
参
し
そ
の

場
で
年
金
記
録
の
確
認
を
し
ま
す
。
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
設
日　

８
月
８
日（
水
）
９
時
か
ら
17
時
ま
で

会　

場　

今
庄
総
合
事
務
所 

2
階　

２
０
１
会
議
室

持 

参
す
る
も
の　

本
人
確
認
で
き
る
書
類
（
年
金
手
帳
・
免
許
証
・
健

康
保
険
証
等
）

▼
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

　

税
の
申
告
を
す
る
時
に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
国
民
年
金
保
険

料
額
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
（
控
除
証
明
書
ま
た
は
領
収
証
書
）
を
確
定
申
告
ま
た
は
年

末
調
整
の
際
に
添
付
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

送 

付
対
象
者　

そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

発 

送
日　

11
月
上
旬
で
す
。（
た
だ
し
、
一
部
の
方
に
つ
い
て
は
若
干

遅
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

注 

意
点　

年
内
に
納
付
し
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
全
額
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
11
月
に
発
送
す
る
控
除
証
明
書
に
は
、
９
月
30
日
ま

で
の
納
付
額
に
つ
い
て
証
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
に
納
付
が
見

込
ま
れ
る
保
険
料
額
は
「
見
込
額
」
と
し
て
表
示
し
て
い
ま
す
。
１

月
か
ら
９
月
の
間
に
未
納
が
あ
り
ま
す
と
、「
見
込
額
」
に
表
示
が

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
未
納
月
が
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※ 

裏
面
に
は
、年
金
加
入
状
況
の
お
知
ら
せ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◎ 

10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
さ
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の
２
月
上
旬
に
控
除
証
明
書
を
送

付
す
る
予
定
で
す
。

■
問
合
せ　

町
民
税
務
課　

☎
47
・
８
０
１
５

年　
　

金

社
会
保
険
事
務
所
の
出
張
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

ご注意ください。ペットを飼っている方へ
犬や猫に関する苦情が多く寄せられています。
ペットの習性、行動などをしっかり理解し、正しいしつけを行い、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。

【犬を飼うマナーとルール】
 ・犬を飼ったら役場で登録をしましょう。
　 犬の登録は法律で定められています。犬の鑑札は必ず首輪に付けましょう。また、1年に 1回狂犬病予防接
種を受けましょう。
 ・放し飼いはやめましょう
　 犬を好きでない人にとって、繋がれていない犬は恐ろしい存在です。放し飼いの犬は農作物を荒らしたり、
人をかんだり地域の人に迷惑をかける恐れがあります。散歩の時は必ず引き綱をつけましょう。
 ・定期的にクサリの点検をしましょう
　 犬をつなぐクサリの留め具が古くなり壊れたり切れたりして、いつの間にか犬がいないとうケースもありま
す。クサリは定期的に点検しましょう。
 ・散歩のときはフンの後始末を必ずしましょう
　散歩の時は常にビニール袋などを持参し、フンをしたら速やかに処理し持ち帰りましょう。

☆犬の放し飼いは「福井県動物の愛護及び管理に関する条例」第 9条に違反しています。
☆つながれていない犬、および飼い主の不明な犬は、健康福祉センターで捕獲することがあります。

【猫を飼うマナーとルール】
　 外出自由にしている猫は、飼い主の知らないうちによその花壇に排泄したり、車のボンネットに傷を付けた
り周囲に迷惑をかけていることがあります。
　 このようなトラブルが起こらないよう、室内飼育を行ったり決められた場所で排泄するようしつけ、周りに
迷惑がかからないよう責任を持って飼いましょう。
■保健福祉課　☎ 47・8007


